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キ
ヨ

に
、
臨
永
サ
一
一
一
年
作
附
日
お
の
創
立
と
す
る
o
本
寺
一

に
安
歯
す
る
腕
昭
夫
人
は
鑓
厳
あ
る
を
以
て
稽
せ
ら
一

れ
る
。
成
村
に
近
い
か
ら
、
悦
人
は
成
の
行
持
寺
と
一

も
い
ふ

0
4
マ
ヤ
プ
二

Y

踊

郎

夫

人

。

一

キ
ヨ
ウ
ダ
イ
イ
ン
敬
夫
院
大
型
寺
務
中
一
第
六

代
前
川
利
紛
の
側
室
閥
均
氏
の
法
焼
。
詳
し
く
は
敏

大
院
議
友
妙
窓
信
女
。

キ
ヨ
ウ
チ
ユ
・
ワ
シ
ユ
ウ
箆
中
築
一
加
。
林
諜

披
務
。
槌
泉
詩
集
及
び
束
役
詩
集
合
は
せ
て

η十
鈴

首
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
。
淵
泉
詩
集
は
、
文
化
十

一
年
晩
秩
江
沼
郡
山
中
池
山
取
に
浴
し
た
時
と
、
天
保

六
年
初
秋
組
中
多
岐
原
搬
出
m
に
浴
し
た
時
に
成
。
、

東
役
詩
集
は
文
政
八
年
・
間
十
六
年
・
天
保
四
年
の
三

次
に
、
江
戸
に
賦
役
し
た
時
に
成
っ
た
も
の
で
あ

る
。
本
郵
は
弱
者
波
後
第
永
六
年
に
、
門
人
官
同
様
翁

閥
が
校
訂
し
て
慨
に
行
う
た
。

ギ
ヨ
ウ
チ
ョ
ウ
蕗
澄
白
山
本
宮
の
長
定
。
三

宮
古
記
に
、
拙
作
師
発
澄
、
際
安
三
年
五
局
長
実
験

に
補
任
せ
ら
れ
た
と
見
え
る
。

ギ
ヨ
ウ
チ
ョ
ウ
行
澄
白
山
本
宮
の
長
定
。
白

山
富
舵
般
競
中
記
録
文
保
二
年
十
周
十
五
日
に
行
澄

惣
長
定
、
正
中
三
年
に
行
澄
作
師
時
録
更
‘
同
議
将

二
年
に
長
夜
間
来
坊
律
師
行
澄
と
見
え
、
又
延
文
四

年
十
周
十
一
日
米
刻
惣
長
夜
凶
采
坊
法
印
行
澄
他
界

と
も
あ
る
。

キ
ヨ
ウ
ヅ
奥
津
河
北
郡
英
同
郷
に
臨
す
る
邸

訴。キ
ヨ
ウ
ヅ
ツ
経
筒
明
治
三
十
八
年
入
居
廿
六

日
限
箪
省
陸
地
測
鋭
部
氏
は
石
川
郡
笈
岳
頂
上
尾
谷

に
於
い
て
‘
鋼
板
を
曲
げ
て
作
っ
た
二
個
の
経
簡
を

護
見
し
た
。
今
東
京
情
室
博
物
館
に
磁
せ
ら
れ
る
。

そ
の
一
は
高
一
三
極
五
径
七
穂
五
で
‘
左
の
銘
が
あ

った。
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大
理
寺
住
附
議
議
坊
附
行
十
二
人

本

服

部

守
道
崎

空
範

奉
納
六
十
六
郎
如
法
経

旦
那

奉
納
説
中
一
郎
議
坊
十
三
度
之
時

他
の
一
は
高
一

O
純
八
径
四
割
八
で
、
次
の
銘
文
が

あ
っ
た
。

十
錨
刺
女
武
州
太
田
民
地
翻
守
住
備
本
制
抗
提
敬
肉

奉
納
大
一
米
妙
県
六
十
六
邸
内
一
邸
印
刷

三
十
蒋
跡
錨
H
A

捌
正
朝
謹
怖
永
一
此
十
五
天
成
方
今
月
日
十
倍
坊

キ
ヨ
ウ
テ
イ
京
邸
天
正
十
五
年
賊
臣
秀
吉
の

築
柴
郎
を
京
師
に
管
む
や
、
諸
侯
各
附
近
に
館
を
構

へ
た
が
、
そ
の
中
前
凶
利
家
の
邸
は
紛
生
氏
郷
と
細

川
忠
興
と
の
附
に
在
っ
た
と
儒
へ
、
文
様
三
年
四
局

八
日
秀
吉
の
臨
ん
だ
の
も
亦
こ
の
邸
で
あ
る
が
、
加
国

祉
の
何
れ
の
地
に
捻
る
か
は
、
今
之
を
考
へ
得
ぬ
。

次
い
で
同
年
十
周
秀
昔
前
提
柴
第
を
秀
次
に
制
限
b
、
羽

ら
伏
見
に
住
む
に
及
び
、
利
家
も
之
に
随
う
て
そ
の

地
に
移
っ
た
。
徳
川
氏
の
慨
に
京
つ
て
は
、
京
・
伏
見

共
に
加
到
滞
の
邸
第
が
な
い
。
是
を
以
て
大
坂
冬
仰

の
往
路
に
は
、
前
凶
利
常
嵯
餓
に
宿
陣
し
、
隠
路
に

は
本
能
寺
に
入
b
‘
夏
陣
に
は
往
復
共
に
北
野
に
居

・
り
、
元
利
九
年
七
沼
徳
川
家
光
の
入
格
、
寛
永
三
年

秀
忠
・
家
光
父
子
の
上
京
し
た
時
に
は
、
利
常
供
事

し
て
本
凶
寺
に
館
し
、
廷
に
十
一
年
悶
七
用
家
光
商

上
の
際
に
は
、
利
常
近
江
の
大
・
離
に
在
っ
た
。
そ
の

後
滞
定
の
京
に
留
る
も
の
L
利
便
を
計
る
録
、
一
た

び
二
傑
油
小
路
に
邸
を
置
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
寛

文
元
年
之
を
厳
し
、
更
に
三
傍
河
原
町
に
、
臭
股
厨

三
宅
庄
兵
衡
を
地
中
市
名
義
と
し
て
宅
地
を
蹄
ひ
、
こ

こ
に
訴
の
旗
館
を
奥
し
、
士
を
一
概
遣
し
て
奉
行
せ
し

め
る
こ
と
L
し
た
。
邸
の
賢
さ
千
四
百
八
十
四
歩

で
、
東
西
五
十
七
閲
、
南
北
三
十
六
間
。
東
は
高
瀬

川
に
接
し
て
梼
及
び
門
あ
b
.
南
は
薬
館
町
の
方
に

水
門
が
あ
っ
て
舟
を
入
れ
得
ら
れ
、
商
門
は
河
原
町

迎
、
北
門
は
塗
師
屋
町
趨
に
在
っ
た
と
い
ふ
。
元
治

元
年
三
局
十
九
日
長
務
の
兵
京
師
に
侵
入
し
て
、
火

を
そ
の
河
原
町
の
邸
に
政
ち
、
加
賀
務
の
邸
は
之
に

隣
っ
て
民
た
が
、
防
火
し
て
僅
か
に
鑑
を
渇
れ
た
。

滞
末
に
主
つ
て
は
別
に
悶
崎
邸
が
あ
っ
た
。

キ
ヨ
ウ
ト
オ
ウ
ラ
イ
京
都
往
来

J
ジ
ヨ
ウ

ラ
ク
上
格
。

キ
ヨ
ウ
ト
オ
ヤ
シ
キ
ツ
メ
-
-
ン
京
都
御
屋
致
詰

人
慶
長
来
年
か
元
和
の
初
頃
黒
坂
官
左
衛
門
此
の

磁
を
勤
め
、
元
和
六
年
七
局
九
日
に
は
九
里
鍵
右
衛

門
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
寛
文
元
年
三
係
河
原
町
に
滞
邸

を
設
け
る
に
及
び
、
御
小
符
・
御
馬
畑
地
の
内
よ
b
一

年
雨
入
宛
を
波
し
、
一
人
は
六
用
、
一
人
は
十
周
の

交
替
に
定
め
ら
れ
た
。
共
の
後
は
爾
人
共
御
馬
廻
よ

り
勤
め
た
が
.
覧
政
六
年
四
局
以
後
曾
所
奉
行
の
中

よ
b
一
人
宛
詰
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

キ
ヨ
ウ
ト
ク
イ
ン
泰
徳
院
富
山
務
中
.
第
七
代

前
倒
利
久
の
法
蹴
。
詳
し
〈
は
恭
徳
院
箆
議
日
醤
大

民
士
。

キ
ヨ
ウ
ト
タ
ジ
鹿
得
寺
鳳
至
郡
下
腹
川
に
在

っ
て
、
異
宗
東
援
に
鹿
す
る
。

キ
ヨ
ウ
ト
タ
ジ
鹿
徳
寺
江
沼
郡
大
製
寺
に
在

っ
て
、
奨
宗
東
援
に
鹿
す
る
。

キ
ヨ
ウ
ト
タ
ジ
鹿
徳
寺
臨
京
都
門
前
の
曹
制

宗
総
持
寺
山
内
に
在
っ
て
、
明
臨
六
年
信
装
揮
の
建

立
に
係
b
、
同
培
顕
調
川
庵
に
鴎
し
て
ゐ
た
が
、
今

は
無
い
。

キ
ヨ
ウ
ト
タ
ジ
敬
徳
寺
期
羽
咋
郡
徳
闘
に
在
っ

て
‘
提
出
訳
東
援
に
題
す
る
。
明
治
十
二
年
九
周
寺
畿

の
公
講
を
許
可
せ
ら
れ
た
。

キ
ヨ
ウ
ト
チ
ユ
ウ
ヅ
カ
ヒ
京
都
中
伎
俗
に
京

三
度
と
も
呼
ぶ
。
金
津
・
京
都
閣
の
荷
物
を
運
援
す

二
回
二

る
も
の
は
、
前
問
綱
紀
の
初
悦
か
ら
大
使
が
あ
っ
た

が
、
後
に
そ
れ
よ
り
少
鼠
の
荷
物
を
迦
織
す
る
巾
使

を
生
じ
た
。
然
る
に
元
機
四
年
彼
等
は
合
同
し
て
‘

五
日
・
十
日
・
十
五
日
・
二
十
日
・
品
川
五
日
・
晦
日
を
義

立
日
と
定
め
る
に
及
び
、
大
使
の
名
を
版
し
、
郭
ら

京
都
市
使
と
抑
制
す
る
に
主
っ
た
。
巾
使
に
は
滞
用
の

荷
物
三
民
日
を
無
賃
倫
迭
す
る
義
務
が
あ
っ
た
が
、

後
に
一
貫
円
に
減
ぜ
ら
れ
た
。
中
使
腕
は
下
腿
m
m
商

仰
に
あ
っ
た
。
今
も
金
制
仰
を
巾
心
に
し
て
郷
部
に
荷

物
を
迦
搬
す
る
者
を
ナ
カ
ヅ
カ
ヒ
と
い
ふ
の
は
、
チ

ユ
ウ
グ
カ
ヒ
の
鎚
じ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

キ
ヨ
ウ
=
ン
ジ
教
忽
寺
珠
洲
榔
本
に
在
っ
て
、

民
宗
東
波
に
関
す
る
。

ギ
ヨ
ウ
Z
ン
ヅ
カ
行
人
塚
能
楽
榔
今
江
村
御

幸
塚
の

h

南
に
、
行
人
塚
・
首
塚
・
胴
塚
が
あ
っ
た
。
文

政
五
年
行
人
塚
の
松
が
柿
れ
て
、
そ
の
棋
を
刷
っ
た

時
、
地
下
か
ら
謀
総
の
陶
器
を
多
〈
附
し
た
と
い

か。キ
ヨ
ウ
ネ
ン
経
念
珠
洲
榔
若
山
庄
に
邸
す
る

部
務
。
元
秘
十
四
年
の
郷
村
布
義
抄
に
、
『
此
鴎
に
往

古
経
念
寺
と
巾
寺
有
之
問
。
何
路
川
越
鯨
仕
候
哉
、
共

寺
跡
に
村
放
出
来
に
付
、
経
念
村
と
巾
陶
巾
偲
候
o
h

と
あ
る
。

ギ
ヨ
ウ
ネ
ン
行
然

J
オ
ウ
ジ
ユ

Y
ギ
ヨ
ウ
ネ

y

臆
単
行
然
。

キ
ヨ
ウ
ネ
ン
ジ
教
念
寺
江
泊
榔
上
前
聞
に
在

っ
て
、
長
宗
束
源
に
邸
す
る
。
明
治
十
二
年
寺
蹴
公

務
の
許
可
を
得
た
。

キ
ヨ
ウ
ネ
ン
ジ
慶
念
寺

て
、
員
宗
東
援
に
属
す
る
。

ギ
ヨ
ウ
ネ
ン
ジ
行
念
寺

て
、
提
宗
東
援
に
鴎
す
る
。

キ
ヨ
ウ
ノ
カ
マ
舗
の
釜

羽
咋
郡
東
闘
に
在
つ

臨
一
全
部
常
円
に
在
つ


